
高松法務局「法教育」授業のご案内 

 

 高松法務局では，「法教育」の推進のため， 

中学生・高校生を対象として，生活に役立つ法律 

知識や法務局の仕事などについて，以下のとおり， 

法務局職員による法教育授業を行います。 

 

 【法教育授業の内容】 

  １ 時 間  ６０分～９０分程度 

  ２ テーマ 

   中学生向き「約束」ってなんだろう？ 

   高校生向き「身の回りにある法律的な問題」について 

     

※ なお，ご希望のテーマがありましたらご連絡ください。 

      

１ 法教育授業の申込み 

  上記の内容で授業を行いますので，開催希望日の１か月前までに，別

添法教育授業申込書などによりお申し込みください。 

  受講人数については，各クラス単位又は学年単位でお願いします（１

００名以内）。 

２ 開催日時 

  平日の午前１０時から午後５時までの時間帯でお願いします。 

３ 会場 

   お申し込みをいただいた学校で行います。なお，ご都合が悪い場合は 

学校以外の会場でも差し支えありませんが，会場の手配等をお願いする

ことになります。 

４ 費用 

  無料です。なお，資料等は法務局で準備しますが，プロジェクター 

 及びスクリーン等，一部機材をお借りする場合があります。  

５ 申込み及びお問い合わせ先について 

   〒７６0-８５０８ 高松市丸の内１番１号   
             高松法務局民事行政調査官室 
              電 話 ０８７－８２１－６３４２ 
              ＦＡＸ ０８７－８２６－１２６０ 

     
たくさんのご連絡をお待ちしています。 

 

高 松 法 務 局 



別 添 

高松法務局「法教育」授業 申込書 

 

 申込者 

【学校名】   

【学校所在地】 

【担当教諭氏名】   

【その他特記事項】 

 
連絡先   電話         ―          ―  

 

                    FAX         ―          ― 

 受講者 
【学年】 

【受講予定人数】 

法教育授業希望日時 

 

          年   月   日 （   ） 
 

          時   分 ～    時   分まで 

 開催場所（○階視聴覚教室，○年○組教室等） 

 申込授業内容（できるだけ具体的に書いてください。） 

 

 

  申込先 

     〒7６0-85０８ 

       高松市丸の内１番１号 高松法務局 民事行政調査官室 

        電 話 ０８７－８２１－６３４２ 

        ＦＡＸ ０８７－８２６－１２６０  

              http://houmukyoku.moj.go.jp/takamatsu 


